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１．検討体制
（１）全体像

総合資源エネルギー調査会
グリーンエネルギー利用拡

大小委員会答申
経済産業省資源エネルギー庁

平成２０年度新エネルギー等導入促進基礎調査事業
（グリーンエネルギーの利用拡大に関する調査）

大小委員会答申

財団法人日本エネルギー経済研究所

（グリ ンエネルギ の利用拡大に関する調査）

グリーン熱証書検討委員会
（委員長：小川東洋大学教授）

個別分科会で実施
した結果の検証、
課題の抽出

バイオマス検討委員会 雪氷グリーン熱証書検討委員会 グリーンエネルギー認証センター
（委員長：秋澤東京農工大学）

＜オブザーバー＞
（社）日本ガス協会

（委員長：媚山室蘭工業大学教授）
＜オブザーバー＞
北海道経済産業局

調査研究委員会（太陽熱）
（委員長：田頭電中研主任研究員）

＜東京都の依頼に基づく＞
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東京都太陽熱の利用拡大に向けた
グリーン熱証書検討会



１．検討体制
（２）グリーン熱証書検討委員会

平成20年6月総合資源エネルギー調査会グリーンエ
ギ 拡 会報告書「ググネルギー利用拡大小委員会報告書「グリーン・エネルグリーン・エネル

ギーの利用拡大に向けてギーの利用拡大に向けて」においてグリーン熱証書の
検討が求められたことを受け グリ ン熱証書検討委検討が求められたことを受け、グリーン熱証書検討委
員会を設置し、モデル事業を通じた検討を実施。

具体的なモデル事業の提案のあ た ①バイオマス具体的なモデル事業の提案のあった、①バイオマス、
②雪氷エネルギーより検討を着手
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１．検討体制
（３）調査研究委員会（太陽熱）

東京都「太陽熱の利用拡大に向けたグリーン熱証書検討会」で
は平成20年8月22日に『「太陽熱を熱源としたグリ ン熱証書は平成20年8月22日に『「太陽熱を熱源としたグリーン熱証書
制度の創設に向けて」最終のとりまとめ』を行った。

第2回運営委員会（平成20年8月27日開催）において東京都よ第2回運営委員会（平成20年8月27日開催）において東京都よ
り太陽熱のグリーン熱証書化の要望を受け、調査研究委員会で
認証基準等の検討を行った。

第4回運営委員会（平成21年2月25日開催）において、調査研
究委員会において取りまとめられた各種ルールの制定・修正の
承認が得られたため 平成21年4月1日より太陽熱のグリーン承認が得られたため、平成21年4月1日より太陽熱のグリ ン
熱証書の認証事業を開始する予定。
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２．グリーン熱証書制度の枠組み
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利用

自家消費または



４．グリーン熱証書検討委員会 モデル事業
（１）バイオマス

利用形態 計量方法

マルカワ食品（株） 廃油専用ボイラーによる自家熱利用（蒸 廃油は流量計で計測（未検定）マルカワ食品（株）
【バイオマス】

廃油専用ボイラ による自家熱利用（蒸
気利用）

廃油は流量計で計測（未検定）
蒸気は流量計で計測（検定済み：温度
は未計測）
廃油量より熱量を推計

津別単板協同組合
バイオマスエネル
ギーセンター 【バイ
オマス】

隣接する工場に蒸気・電気を供給 流量計（未検定）で蒸気量を計測
蒸気の温度、圧力を計測・監視
上記の値より熱量を算定

オマス】

赤石荘木質チップボ
イラー設備【バイオマ
ス】

設備の所有はおひさまエネルギーファン
ド株式会社で、敷地内の温泉設備に温水
を供給

積算熱量計で熱量を計測

某会社【バイオマス】 ガス・バイオガスを燃料とするガスエンジ
ンによる電気・蒸気・温水利用

排ガスボイラ給水量から蒸気熱量を推
計
バイオガス使用量から熱量を推計

南丹市八木バイオエ
コロジーセンター【バ
イオマス】

バイオガス熱電供給の廃熱を再利用、タ
ンクロータリーで温水供給

計量方法は今後検討

花扇木質ペレットボ 設備の所有はおひさまエネルギ ファン 積算熱量計で熱量を計測
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花扇木質ペレットボ
イラー設備【バイオマ
ス】

設備の所有はおひさまエネルギーファン
ド株式会社で、敷地内の温泉設備に温水
を供給

積算熱量計で熱量を計測



４．グリーン熱証書検討委員会 モデル事業
（２）雪氷

利用形態 計量方法

美 農 計量 な美唄市農業協同組
合 雪倉工房
【雪氷】

雪の融解冷熱によって冷却
された空気（冷風）を送風機
で隣接する玄米貯蔵施設に

計量していない
雪量より熱量を推計

供給

沼田町就農支援実
習農場椎茸発生棟

雪の融解冷熱によって冷却
された冷水を供給（熱交換

計量していない。
モデル事業として温度測習農場椎茸発生棟

【雪氷】
された冷水を供給（熱交換
器で冷水に熱交換実施）

モデル事業として温度測
定・流量測定し、供給熱量
を推計
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５．グリーン熱証書検討委員会 個別モデル事業
（１）バイオマス：マルカワ食品

第 ホテル東京

グリーン熱発生事業者

マルカワ食品（株）

■グリーン熱価値利用者
グリーンエネルギー

パートナーシップ設立総会でPR

グリーン

熱証書

第一ホテル東京マルカワ食品（株）

製造ライン

フライヤー
蒸気

■オフセット予定量
第一ホテル東京
６月３０日の熱源１日分に充当
冷水分 75 586MJ(６月平均１日の熱量）

ろ過器

天然ガス

冷水分：75,586MJ(６月平均１日の熱量）
蒸気分：32,418MJ（６月平均１日の熱量）

グリーン

廃油ボイ
ラ

蒸気ボイ
ラ

廃油メーター
M

札幌プリンスホテル

＜廃食油ボイラによるバイオマス利用熱量＞
廃油使用量：15,290L（H20年3月～5月）

■オフセット予定量

熱証書
地下廃油タンク

,
15,290L×発熱量36.215MJ/L=553,740MJ ■オフセット予定量

札幌プリンスホテル
７月４日の熱源１日分に充当
ガス使用量分：179,338MJ
（7月平均１日のタワー棟、国際館パミール
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のガス使用熱量）

CHP/DHCシンポジウムでPR



５．グリーン熱証書検討委員会 個別モデル事業
（１）バイオマス：赤石荘木質チップボイラー設備

グリーン熱発生事業者

長野県大鹿村赤石荘(温泉旅館)

建築廃材(木造家屋など)からの木質チップ燃料を木
質チップボイラーで燃焼し、温泉旅館の加温および暖
房・給湯する。既存の灯油ボイラーとは手動切替。長野県大鹿村赤石荘(温泉旅館) 房 給湯す 。既存 灯油 ラ 手動切替。
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５．グリーン熱証書検討委員会 個別モデル事業
（１）バイオマス：南丹市八木バイオエコロジーセンター

グリーン熱発生事業者

南丹市八木バイオエコロジ センタ
バイオガスによる熱電供給設
備で 電気部分はRPS・グリー南丹市八木バイオエコロジーセンター

廃棄物系バイオマス資源
社 会 シ ス テ ム づ く り
（グリーン熱活用）廃棄物系バイオマス資源廃棄物系バイオマス資源
社 会 シ ス テ ム づ く り
（グリーン熱活用）

備で、電気部分はRPS・グリ
ン電力証書化、熱も自家利用
（主としてバイオマスプラント用）。
利用されていない廃熱のグリー

農林業、畜産業、食品
工業等での廃棄物

バイオガス発電二次冷

農林業、畜産業、食品
工業等での廃棄物
農林業、畜産業、食品
工業等での廃棄物

バイオガス発電二次冷

ン熱証書化を検討中。

ラジエーターで排気
していた熱の再利用

オ 発電 次冷
却利用

ラジエーターで排気
していた熱の再利用

オ 発電 次冷
却利用

南 丹 市 八 木
スポーツフォアオール
への供給 グ リ ー ン 熱 の 供 給

タンクローリー配送

南 丹 市 八 木
スポーツフォアオール
への供給 グ リ ー ン 熱 の 供 給

タンクローリー配送

新設ﾀﾝｸﾛｰﾘ温度・
流量供給管理
新設ﾀﾝｸﾛｰﾘ温度・
流量供給管理
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灯油利用を削減する灯油利用を削減する



５．グリーン熱証書検討委員会 個別モデル事業
（２）雪氷エネルギー：美唄市「雪蔵工房」

■グリーン熱生産事業者：ＪＡ美唄の「美唄雪蔵工房」

美唄市農業協同組合 米殻零温貯蔵施設「雪蔵工房」
•完成年：平成12年度
•延床面積 約4,450m2、貯雪量：3,600トン

国内最大規模の玄米雪零温貯蔵施設国内最大規模の玄米雪零温貯蔵施設

（出所）北海道経済産業局「雪氷熱エネルギー活用事例集4」、平成20年3月

■グリーン熱価値利用者：株式会社札幌ドーム
* 空調需要への充当（7月2日～3日の2日間）

■オフセット予定量
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札幌ドームの使用熱量（空
調）

雪氷施設の自家消費分相当
美唄雪蔵工房 H20.6現在の貯雪量 2,277 ton
の一部を充当



５．グリーン熱証書検討委員会 個別モデル事業
（２）雪氷エネルギー：沼田町就農支援実習農場椎茸発生棟
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６．太陽熱
（１）強制循環式ソーラーシステム

 
積算熱量計

 
平成21年4月1日より認証事

業を開始予定積算熱量計

（ＣＭ１） 集熱器
業を開始予定

給湯ボイラー
給湯

高温センサー

（Ｔ１） 流量計（Ｍ）

貯湯槽

（蓄熱槽）
集熱ポンプ

給水

P
太陽熱利用 

システム範囲

グリーン熱相当量 ＝ 太陽熱給湯熱量 － 必要電力量
「安全 安心 の確保のため財団法人ベタ リビングによる第三者

低温センサー（Ｔ２）
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「安全・安心」の確保のため財団法人ベターリビングによる第三者
認定を受けることを要件としている。



６．太陽熱
（２）太陽熱利用セントラルシステム（給湯・暖房）

 
集熱器 

平成21年4月1日より認証事
業を開始予定

P2 

業を開始予定

P1
T2 

給湯 

4P 

暖 給

積算熱量計 

（ＣＭ２） 

補助熱源

P1 

T1 

暖房
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給
湯
機 

M

熱
交

給水

補助熱源 

T1 

貯
湯
槽 

（
蓄
熱
槽

T2 

P3 積 算 熱 量 計

（ＣＭ１） 

M 換
器 

太陽熱利用

グリ ン熱相当量 ＝ 太陽熱給湯熱量 ＋ 太陽熱暖房熱量 必要電力量

給水 
T2 

槽
） 

太陽熱利用

システム範囲
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グリーン熱相当量 ＝ 太陽熱給湯熱量 ＋ 太陽熱暖房熱量 － 必要電力量



７．グリーン熱証書導入に伴う課題
（１）計量制度

計量器の検定制度
口径40 以下の温水メ タ 積算熱量計は計量法上の特定口径40mm以下の温水メーター・積算熱量計は計量法上の特定
計量器となり、検定の対象となる。
口径40mm超の温水メーター・積算熱量計は検定義務が無い。

熱取引と計量行政の関係
熱供給事業ではない熱取引に関しては、取引条件の設定や検針
方法等は制度構築者の判断に委ねられる方法等は制度構築者の判断に委ねられる。

太陽熱：積算熱量計の設置を義務化
雪氷エネルギー：正確で低コストな計量方法を検討する必
要あり要あり。
バイオマス：正確で低コストな計量方法を検討する必要あ
り
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り。



７．グリーン熱証書導入に伴う課題
（２）設備の確認

原則：現地調査を原則とし、認証センターが適切と認
機 査等 結 を す 書 替める機関による現地調査等の結果を示す文書で代替

することも可とする。

太陽熱太陽熱
東京都の補助金事業であることを考慮し、東京都で行う現地
確認で代替できないか検討中確認で代替できないか検討中。

雪氷エネルギー

バイオマス
専門性・第三者性の観点が必要

バイオマス
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７．グリーン熱証書導入に伴う課題
（３）補機の範囲

太陽熱
集熱ポンプを補機とする集熱ポンプを補機とする。

雪氷エネルギー
送風機・送水ポンプを補機とする。

バイオマスバイオマス
熱供給事業者の熱設備サイト内に設置された設備で熱発生・供給
に関連すると見なされるものを対象とする。
熱電供給の場合には、電力供給に関連する設備のエネルギー消
費を控除することができるが、当該設備がグリーン電力発電設備
認定を受ける場合には、グリーン電力における補機とグリーン熱に定 場 、 機
おける補機の合計が、上記の原則に合致していなければならない。
なお生産物の生産に付随して熱が発生する場合、生産物生産への
貢献部分を控除することができる。貢献部分を控除することができる。
バイオマス燃料の製造・加工段階を補機の対象とするか要検討。

バイオマスの補機の範囲については グリーン電力証書制度と整合性を
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バイオマスの補機の範囲については、グリーン電力証書制度と整合性を
図る必要もあり、継続的な検討が必要。



７．グリーン熱証書導入に伴う課題
（４）その他グリーン熱

今回のモデル事業では、バイオマス及び雪氷エネルギーを取り
扱 たが 他にグリ ン熱証書化すべきものは？扱ったが、他にグリーン熱証書化すべきものは？

地中熱利用ヒートポンプ
温泉熱
その他

事業化にあたっては、当該未利用エネルギーの潜在導入量、グ
リーン熱証書化による導入促進効果に配慮する必要がある。リ ン熱証書化による導入促進効果に配慮する必要がある。
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今後の進め方

検定済み計量器で計量を行うもの

検定済み計量器で計量を行うものを対象に、認証
基準の検討に移行すべきか？

それ以外で計量を行うもの

信頼性のレベルを明確化するために計量器の専信頼性のレベルを明確化するために計量器の専
門家及び個別分野の専門家を交えた検討会で検
討を行い、ガイドラインを策定すべきではないか？討を行い、ガイドラインを策定す きではないか？
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